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「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に関する 

再要望 

 

 平成２５年１１月５日、衆議院本会議にて「自動車の運転により人を死傷さ

せる行為等の処罰に関する法律」が可決されました。 

 同法案は危険運転致死傷罪の対象として一定の病気注１を取り上げる予定とさ

れています（第三条第二項）。しかし、これらの病気による事故率が他の要因

と比較して高いという医学的根拠はなく、同条項は法の下の平等に反し、これ

らの病気に対する差別を助長し、病気の早期発見や適切な治療を妨げるもので

あり、同時に、これらの病気を有する人にいたずらに不安を与え、社会生活に

重大な影響を与えることから、私たちは同条項の削除を要望しました（関連６

学会による平成 25 年 9 月 30 日付け衆議院法務委員長あて「自動車の運転によ

り人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に関する要望書）。 

 本法案は衆議院にて原案のまま可決されましたが、同条項の適用は特定の病

気に対してではなく、症状に着目してなされることが本法の趣旨であるはずで

す（法制審議会刑事法部会での議論、衆議院法務委員会における政府・法務大

臣の答弁）。しかし、法案条文では「病気として政令で定めるものの影響によ

り」と、適用用件を特定の病気に限定しており、特定の病気を持ちながらも症

状を有しないものに対する不当な不利益や特定の病気を持つものへの差別を生

ずるおそれがあります。 

 以上より私たちは、以下を求めます。 

 

記 

１.第三条第二項の危険運転致死傷罪の対象となる「自動車の運転に支障を及ぼ

すおそれがある病気として政令で定めるもの」を、「自動車の運転に支障を及

ぼすおそれがある病気の症状として政令で定めるもの」と修正すべきである。 

以上 

 

注１：統合失調症、てんかん、再発性失神、無自覚性の低血糖症、

躁うつ病（法令において「躁うつ病」はうつ病と双極性障害

を含む）、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 


